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平成２８年度決算に係る徳島県健全化判断比率及び資金不足比率の

審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づいて審査に付さ

れた健全化判断比率及び同法第２２条第１項の規定に基づいて審査に付された資金不足

比率について，次のとおり意見書を提出します。



－1－

健全化判断比率審査意見書

第１ 審査の対象
知事から提出された平成２８年度決算に係る実質赤字比率，連結実質赤字比率，

実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算
定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。

第２ 審査の手続
審査にあたっては，算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し，比率が

適正に算定されているかどうかを主眼とし，決算関係書類等の精査，関係職員からの
説明聴取並びに既に実施した定期監査，決算審査及び現金出納検査の結果も考慮に入
れて実施した。

第３ 審査の意見
１ 総合意見

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，
いずれも適正なものと認められる。

比 率 名 平成28年度 早期健全化基準 財政再生基準

％ ％ ％

実 質 赤 字 比 率 － ３．７５ ５．０

連結実質赤字比率 － ８．７５ １５．０

実質公債費比率 １４．６ ２５．０ ３５．０

将 来 負 担 比 率 １８２．１ ４００．０

（注）１ 実質赤字比率は，実質赤字額がないため，「－」と記載した。
２ 連結実質赤字比率は，連結実質赤字額がないため，「－」と記載した。

２ 個別意見
(1) 実質公債費比率

「財政構造改革基本方針」等に基づく事務事業の見直しや県債の発行抑制等に
より，地方債償還金が減少し，実質公債費比率(３か年平均)は，昨年度から
２．１ポイント減の１４．６パーセントと改善し，これまでの努力の跡がうかがえ
る。

今後も引き続き，公債費の縮減に努め，「強靱でしなやかな財政基盤」の確立を
切に望むものである。

実質公債費比率 実質公債費比率
年 度

（単年度） （３か年平均）増 減
％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％

平成26年度 17.45524 △1.48914

平成27年度 13.78196 △3.67328 １４．６

平成28年度 12.57128 △1.21068
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(2) 将来負担比率
算出の基礎となる将来負担額は減少基調を維持しているものの，依然として多額

の地方債残高を抱えている。また，前年度に比べ数値が上昇しており，引き続き，
財政運営に留意する必要がある。

年 度 将来負担比率
増 減

％ ﾎﾟｲﾝﾄ
平成27年度 １８０．４ △7.2

平成28年度 １８２．１ 1.7


